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本
稿
は、

行
政
行
為
の
職
権
取
消
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
判
例
・

学
説
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り、

行
政
自
・身
に
よ
る
違
法
是
正
の
可
能

性
と
限
界
に
つ
い
て
分
析
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
法
に
お
い
て
は、

従
来、

法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
の
帰
結
と

し
て、

違
法
処
分
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
行
政
自
身
も
取
り
消
し
得

る
こ
と
を
前
提
に
し
て、

個
別
的
な
取
消
制
限
論
が
展
開
さ
れ
て
き

，，－－.、

一

、、
、＿＿，

筑
波
大
学
大
学
院

斉

藤

健

郎

（

2
）

 

た。

た
だ、
「
法
治
主
義
な
い
し
は
法
律
の
支
配
の
原
則
は、

直
接
に

（

3
）

 

は、

行
政
が
こ
れ
に
反
し
た
と
き
の
是
正
に
は
触
れ
て
い
な
い
」。

そ

し
て、

行
政
争
訟
が
主
に
不
利
議
処
分
に
対
す
る
私
人
の
救
済
制
度
で

あ
る
の
と
は
異
な
り、

職
権
取
消
が、

主
に
授
益
処
分
に
関
し
て、

そ

の
違
法
是
正
に
よ
っ

て
行
政
目
的
の
実
現
を
図
る
制
度
で
あ
る
と
の
観

（

4
）

 

点
か
ら
は、

職
権
取
消
の
可
能
性
自
体
が
自
明
で
は
な
く
な
る
。

こ
こ

で
は、

職
権
取
消
と
争
訟
取
消
に
つ
い
て
の
制
度
理
解
の
相
違
が
結
論

（

5
）

 

を
分
け
て
い
る。

両
制
度
の
本
質
的
な
関
係
に
つ
い
て、

遠
藤
博
也
教
授
は、

か
つ
て

次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
た
。
「
も
し
も、

一

定
の
椴
庇
が
付
着
し

た
行
為
が
行
政
訴
訟
に
よ
っ
て
取
消
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ

と
が
同
時
に、

他
の
関
係
に
お
い
て
も
法
的
効
力
を
絶
対
に
も
つ
べ

き

で
は
な
い
と
す
る
法
秩
序
の
判
断
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら



ば、

行
政
庁
も
や
は
り
こ
れ
を
取
消
す
べ

き
で
あ
り、

職
権
取
消
も

（

6
）
 

（
無
制
限
に
ま
た
は
期
限
っ
き
で）

可
能
と
な
る
」。

遠
藤
教
授
自
身
は
二

（

7
）
 

つ
の
取
消
の
制
度
的
な
区
別
を
強
調
し
て
お
り、

昨
今
で
は
一

般
に、

職
権
取
消
は
そ
れ
と
し
て
独
立
に
論
じ
ら
れ
て
は
い
る。

し
か
し
な
が

ら、

従
来、

行
政
上
の
違
法
是
正
を
論
じ
る
前
提
と
し
て、

違
法
な
行

政
行
為
の
効
力
に
つ
い
て
の
「
法
秩
序
の
判
断」、

す
な
わ
ち、

そ
れ

が
実
体
法
秩
序
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
法
的
効
力
を
有
す
る
の
か
と
い

う
問
題
は、

正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。

こ
の
問
題
は、

例
え
ば
行
政
行
為
の
効
力
論
で
は、

出
訴
期
間
の
経

過
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
さ
れ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
不
可
争
力
と
関
連
し
得

る。

出
訴
期
間
は、
「
処
分
に
よ
る
法
律
関
係
の
規
律
が
不
安
定
な
ま

ま
長
期
間
に
わ
た
っ
た
り、

行
政
庁
に
お
い
て、
一

旦
行
っ
た
処
分
に

対
す
る
不
服
の
主
張
に
対
処
す
る
た
め
の
事
務
負
担
が
過
大
に
な
っ
た

り
す
る
こ
と
を
予
防
し、

法
律
関
係
の
早
期
安
定
と
行
政
運
営
の
能
率

（

8
）
 

を
確
保
」

し
て
い
る。

職
権
取
消
と
の
関
係
で
は、

か
つ
て、
「
処
分

の
形
式
的
確
定
と
の
関
連
に
お
い
て
取
消
権
の
制
限
を
考
え
る
こ
と
も

（
9）

（
叩
）

で
き
る
」

と
指
摘
さ
れ
た
が、

判
例
は
こ
れ
を
明
確
に
否
定
し
た。

現

在
で
は、
「〔
出
訴
期
間〕

を
徒
過
す
る
と
行
政
処
分
は
形
式
的
に
確
定

す
る
」

も
の
の、
「
当
該
法
律
関
係
が
実
体
的
に
確
定
し
た
わ
け
で
は

（
日
）

な
い
の
で、

職
権
に
よ
る
取
消
は
可
能
で
あ
る
」

と
い
っ
た
理
解
が
ほ

ぼ
異
論
な
く
認
め
ら
れ
て
い
る。

ま
た、

い
わ
ゆ
る
行
政
行
為
の
公
定
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（
ロ
）

力
に
は
「
規
律
の
安
定
化」

の
実
質
が
見
出
さ
れ
得
る
も
の
の、

こ
れ

は
取
消
訴
訟
の
排
他
的
管
轄
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
一

般
的
で
あ

り、

そ
う
す
る
と、
「
行
政
行
為
が
私
人
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
法
的

効
力
を
有
す
る
か
を、

正
面
か
ら
直
接
説
明
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
と

（
日
）

思
わ
れ
る
」。

結
局、

行
政
行
為
の
効
力
論
は
主
に
「
争
訟
法
的
仕
組

（

HH
）
 

み
」

を
論
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め、

処
分
後
の
実
体
法
関
係
が
そ
れ

（
日
）

と
し
て
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る。

し
か
し
な
が
ら、

公
定
力
を
手
続
上
の
通
用
力
と
解
す
る
学
説
に
お

い
て
は、

実
体
法
関
係
の
手
続
法
的
な
形
成
が
意
識
さ
れ
て
い
た。

す

な
わ
ち、
「
単
な
る
実
体
法
理
と
は
異
な
っ
た
よ
り
動
態
的
立
体
的
な

（

山山
）

次
元
を
捉
え
る
」

手
続
法
的
観
点
か
ら
す
れ
ば、

行
政
行
為
に
は
「
実

体
法
的
内
容
・

効
果
を
手
続
法
上
実
在
化
さ
せ
る
効
力
」

が
認
め
ら

れ、

そ
れ
は
裁
判
的
解
決
を
予
定
し
た
上
で
の
紛
争
の
「
仮
解
決
手

（
げ
）

続」

を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る。

こ
こ
で
は、

処
分
後
の
過
程
を
も
意

識
し
た
上
で、

行
政
法
関
係
の
仮
定
性
が
想
定
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目

（

日目
）

さ
れ
る。

法
関
係
の
展
開
と
い
う
観
点
は、

行
政
過
程
論
に
も
見
出
さ

れ
る
。

そ
こ
で
は、
「
行
政
主
体
と
私
人
の
聞
の
権
利
義
務
関
係
の
展

開」

な
い
し
は
「
一

度
行
政
行
為
に
よ
っ
て
成
立
し
さ
ら
に
展
開
し
て

（

川口
）

い
る
法
律
関
係
の
帰
趨」

が
意
識
さ
れ
て
い
た。

行
政
法
関
係
の
仮
定
性
は、
「
状
況
の
一

時
性
・

可
変
性、

そ
の
意

味
で
現
在
か
ら
将
来
に
向
け
て
聞
か
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
展
望

（
第
ω∞
巻

第
八
号）

一
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の
観
点」

を
合
意
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が 、

不
確
定
状
態
が
永
続
す

る
と
は
考
え
難
い

。

こ
れ
に
は 、
「
既
成
事
実
な
い
し
現
状
の
尊
重 、

つ
ま
り

現
在
と
過
去
の
時
間
と
の
継
続
性
を
尊
重
す
る
回
顧
の
観
点
」

（

初
）

が
対
峠
す
る
は
ず
で
あ
る 。

し
た
が
っ
て 、

仮
定
性
と
そ
の
安
定
化
と

（

幻
）

い
う
進
展
こ
そ 、

意
識
さ
れ
る
必
要
が
あ
る 。

こ
の
点 、

渡
辺
洋
三
教

授
の
次
の
指
摘
が 、

時
代
を
経
て
も
注
目
さ
れ
よ
う 。
「
古
い
意
味
で

の 、

伝
統
的
概
念
と
し
て
の
公
定
力
概
念
は
一

度
こ
れ
を
否
定
し
た
う

え
で 、

あ
ら
た
め
て 、

法
的
安
定
性
そ
の
他
立
法
政
策
の
あ
る
限
度
で

最
小
限 、

仮
象
の
法
に
実
在
の
法
と
同
様
の
拘
束
力
を
与
え
る
手
続
法

（

2
）
 

的
措
置
を
講
ず
れ
ば
足
り
る
」 。

本
稿
は 、

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら 、

職
権
取
消
論
の
分
析
に

お
い
て
は 、

法
関
係
の
時
間
的
進
展
と
い
う
観
点 、

特
に
そ
こ
で
の
法

的
安
定
性
の
意
義
を
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る 。

と
こ
ろ

で 、

職
権
取
消
の
制
限
に
つ
い
て 、

E
C
裁
判
所
や
多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
が
「
正
当
な
信
頼
（
S
E
g
S
F
同
E
B巾）
」

の
保
護
を
認
め
て

（

幻
）

き
た
の
と
は
対
照
的
に 、

フ
ラ
ン
ス
法
で
は 、

職
権
取
消
の
可
能
な
期

聞
が
設
定
さ
れ
て
き
た 。

取
消
期
間
は 、

ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
も
一

部

の
学
説
お
よ
び
一

九
五
六
年
の
ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
の
判
決
が

言
及
し
て
い
た 。

こ
れ
ら
は
遠
藤
博
也
教
授
に
よ
っ
て
既
に
紹
介
さ
れ

（

M
）

（

お
）

た
が 、

そ
の
後 、

日
本
で
は
参
照
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た 。

し
か
し

本
稿
は 、

取
消
期
間
の
設
定
と
い
う
極
め
て
特
殊
な
法
理
を
形
成
し
て

（
第
∞∞
巻

第
八
号）

凶

き
た
フ
ラ
ン
ス
法
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る 。

そ
れ
は 、

フ
ラ
ン
ス
職

権
取
消
論
で
は 、

適
法
性
の
原
理
と
法
的
安
定
性
の
尊
重
と
が
鋭
く
対

立
し
つ
つ
漸
進
的
に
均
衡
が
図
ら
れ 、

昨
今
で
は
法
的
安
定
性
が
重
視

さ
れ
て
き
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
た
め
で
あ
る 。

特
に 、

今
世
紀
に

な
り 、

新
た
な
立
法
と
判
例
変
更
に
よ
っ
て
議
論
に
大
き
な
進
展
が
見

ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る 。

で
は 、

対
立
は
ど
の
よ
う
な
展
開
を
辿
っ
て

き
た
の
か 、

そ
の
中
で 、

い
か
な
る
考
慮
が
法
的
安
定
性
の
尊
重
を 一
要

請
し
た
の
か 、

そ
れ
は
い
か
な
る
論
理
構
成
に
よ
っ
て
期
間
制
限
と
い

う
具
体
の
法
理
を
帰
結
し
得
た
の
か 。

本
稿
は 、

主
に
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
べ
く 、

ま
ず 、
一

九
世
紀
に

お
け
る
前
史
を
概
観
し
た
後

二
）

、

二
O
世
紀
に
お
け
る
職
権
取
消

論
の
形
成
（
二
）

と
そ
の
論
理
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
（
三）
0

次
い

で 、

矛
盾
・

例
外
に
よ
っ
て
判
例
の
原
則
が
動
揺
す
る
過
程
を
踏
ま
え

た
上
で
（
四）

、

最
後
に 、

二
一

世
紀
に
お
け
る
職
権
取
消
論
の
進
展

の
内
容
と
そ
の
評
価
を
明
ら
か
に
す
る
（
五）

。

古I

史

階
層
的
統
制
と
し
て
の
取
消
権

（

お
）

フ
ラ
ン
ス
革
命
矧
の
立
法
に
よ
っ
て
行
政
と
司
法
の
分
離
原
則
が
確

立
し
た
時
期 、

行
政
の
活
動
は 、

唯
一

、

行
政
自
身
に
よ
っ
て
の
み
統

制
さ
れ
得
た 。

特
に 、

大
臣
は
階
層
的
権
限

6
2
5一
ユ忌
E
R
E
宮巾）



と
し
て
の
取
消
権
を
有
し
て
い
た。

例
え
ば、

ォ
l
コ
ッ
ク
に
よ
れ

ば、
「〔
大
臣〕
は、

下
級
機
関
の
行
為
に
対
す
る
統
制
権
を
有
し
て
お

り、

職
権
に
よ
り
あ
る
い
は
当
事
者
の
不
服
申
立
に
基
づ
き、

か
か
る

（
幻）

行
為
を
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る」
の
で
あ
っ
た。
そ
し
て、

通
常
は
（
お）

大
臣
が
第一
審
の
裁
判
官
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
（
大
陸
H
裁
判
官
論）

時
代
で
は、

争
訟
取
消
と
行
政
上
の
取
消
と
が
制
度
上
区
別
さ
れ
る
こ

（
釣）

と
は
な
か
っ
た。

大
臣
H
裁
判
官
論
が
原
則
と
し
て
否
定
さ
れ
た
後

も、
し
ば
ら
く
の
問、

少
な
く
と
も
不
服
申
立
に
基
づ
く
取
消
は、

な

（
ぬ）

お
も
「
訴
訟
に
対
し
て
宣
言
す
る
判
決」
で
あ
る
と
解
さ
れ
た。

職
権
で
な
さ
れ
る
取
消
に
つ
い
て
は、
二
O
世
紀
ま
で
ま
と
ま
っ
た

議
論
が
見
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く、

固
有
の
概
念
が
与
え
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る。

確
か
に、

用
語
法
と
し
て
は、

裁
判
官
に

よ
る
取
消
が
《
B
E
s
t
o
乙
で
あ
る
の
に
対
し
て、

行
政
に
よ
る
取

（
引）

消
は、

学
説
で
は
一
般
に
今
2
5
5
と
呼
ば
れ、

判
例
で
は、

取
消

と
撤
回
（目σ
3
官民Cロ）

の
区
別
が
峻
昧
な
動
詞
の
《「阻
害
R
R
G
が

多
く
見
ら
れ
る。
だ
が、

判
例
お
よ
び
学
説
上、

大
臣
な
ど
の
上
級
機

関
が
下
級
機
関
の
行
為
を
取
り
消
す
場
合、

か
か
る
階
層
的
統
制
と
し

て
の
取
消
を
指
す
用
語
と
し
て
は
ず
自
己
句
＼
E
E
U
晋ロ》
が一
般

的
で
あ
っ
た。
フ
ラ
ン
ス
の
取
消
訴
訟
で
あ
る
越
権
訴
訟
は
活
動
行
政

か
ら
行
政
裁
判
が
分
離
す
る
こ
と
で
発
展
し
て
い
く
が、

な
お
も
行
政

活
動
の
蛇
督・
統
制
は
上
級
機
関
の
本
質
的
作
用
で
あ
る
と
解
さ
れ
た

研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消
（
二
四

た
め、

大
臣
は
下
級
機
関
の
活
動
に
対
す
る
統
制
権
を
も
ち
続
け
る
こ

（
認）

と
に
な
る。
し
た
が
っ
て、

大
臣
の
取
消
権
は、

職
権
に
よ
る
と
し
て

も
不
服
申
立
（「
R
E
Z
E
今
Rn
E
宮市）

に
基
づ
く
と
し
て
も、

ま
さ

に
階
層
的
統
制
の
権
能
な
の
で
あ
っ
た。
こ
れ
に
対
し
て、
ォ
l
リ
ウ

に
よ
れ
ば、

処
分
庁
に
対
す
る
異
議
申
立
（『
2
2
3
句
宮
町EH）
に
は

「
統
制
の
観
念」
が
な
く、
「
働
き
か
け
（
伝
言白『門町内
こ
も
し
く
は
「
陳

（
お）

情
S
Et
s）」
で
し
か
な
い。
こ
う
し
て
み
る
と、
一
九
世
紀
に
お

い
て、

大
臣
に
よ
る
階
層
的
統
制
と
し
て
の
取
消
は
争
訟
取
消
と
は
区

別
さ
れ
ず
に
行
政
活
動
の
統
制
作
用
で
あ
る
《
E
E
U
吾
乙
と
し
て

観
念
さ
れ
た一
方
で、
《「巾門
E
C
は、

行
政
上
の
取
消一
般
を
表
す

だ
け
の
用
語、

場
合
に
よ
っ
て
は
処
分
庁
に
よ
る
取
消
を
指
す
も
の
と

し
て
主
体
お
よ
び
作
用
の
点
で
区
別
さ
れ
た
用
語
で
あ
っ
た
と
推
察
さ

れ
る。そ

う
で
あ
る
と
す
れ
ば、
こ
こ
で
は
二
つ
の
点
に
留
・意
す
べ
き
で
あ

る。

第一
に、

概
念
の
外
延
に
関
し
て、

行
政
上
の
取
消
の
概
念
は、

職
権
に
よ
る
場
合
と
不
服
申
立
に
基
づ
く
場
合
と
で
区
別
さ
れ
て
い
な

い。

第
二
に、

下
級
機
関
に
よ
る
取
消
も
そ
れ
自
体
が
階
層
的
統
制
の

対
象
で
あ
り、

そ
し
て
当
時、

階
層
的
統
制
に

抑す
る
下
級
機
関
は
固

有
の
決
定
権
を
有
し
て
い
な
い
と
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら、

知
事
や

市
長
な
ど
の
取
消
権
が
閏
有
の
性
質
を
も
っ
権
限
と
し
て
独
自
に
論
ず

べ
き
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る。

（
第
四∞
巻

第
八
号）

五



研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消
（
二
五

不
可
侵
の
ド
グ
マ
と
し
て
の
既
得
権

と
こ
ろ
で、

行
政
上
の
取
消
権
の
行
使
に
関
し
て
は、
一

九
世
紀
当

時、

ォ
l
リ
ウ
は
「
公
権
力
の
行
為
は、

本
質
的
に
そ
れ
自
体
取
り
消

（
お）

し
得
る
（
5
5
g
E巾）
」

と
述
べ
て
い
た。

法
令
上
も、

下
級
機
関
の

違
法
処
分
は
上
級
機
関
に
よ
っ
て
是
正
さ
れ
得
る
と
規
定
さ
れ
て
い

た。

行
政
分
散
（
伝口市ロ
守
色
町白色
吉
田島
ヨ
5
2
5E
5）

に
つ
い
て
の
一

八

五
二
年
三
月
二
五
日
の
デ
ク
レ
に
よ
れ
ば、
「
知
事
は、

権
限
あ
る
大

臣
が
発
す
る
訓
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
対
象
に
つ
き、

所
定
の
形
式

で、

自
身
の
行
為
を
上
記
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る。

当
該
行
為

の
う
ち、

法
律
も
し
く
は
行
政
立
法
に
反
し、

又
は
関
係
者
の
異
議
申

立
て
を
惹
起
す
る
よ
う
な
も
の
は、

権
限
あ
る
大
臣
に
よ
っ
て
取
り
消

し
又
は
修
正
さ
れ
得
る
（
宮
R
S
E

E－巾
白ロロ己
広田
CE
「

R
2
5
2）
」
（
六

（
あ）条）。

し
た
が
っ
て、

こ
の
当
時
は、

お
そ
ら
く、

違
法
処
分
で
は
な

く
適
法
処
分
の
取
消
制
限
が
問
題
と
な
り
得
た
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
恩

わ
れ
る。

実
際、
一

八
五
二
年
の
デ
ク
レ
の
適
用
事
例
で
あ
る
一

八
九
八
年
の

（
幻）

プ
ラ
ン
カ
l
ル
判
決
が、

こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る。

旧
採
石
場
の
所

有
者
で
あ
る
ブ
ラ
ン
カ
l
ル
氏
に
対
し
て
土
砂
崩
れ
に
よ
る
危
険
の
除

去
を
命
じ
た
ア
レ
テ
に
つ
き、
プ
ラ
ン
カ
l
ル
氏
が
公
土
木
大
臣
に
不

服
申
立
を
提
起
し
た
と
こ
ろ、

大
臣
は
職
権
で
ア
レ
テ
を
修
正
し
て
一

定
の
義
務
履
行
方
法
を
命
じ
た
こ
う
し
た
原
処
分
の
修
正
に
つ
い
て、

（
第
∞∞
巻

第
八
号）

ム

ノ、

コ
ン
セ
イ
ユ
・

デ
タ
（
最
上
級
審
の
行
政
裁
判
所）

は、

知
事
の
ア
レ
テ

に
法
令
違
反
は
な
い
（
土
砂
崩
れ
に
よ
る
危
険
は
現
実
の
も
の
で
あ
っ
た）

も
の
の、

大
臣
に
よ
る
そ
の
変
更
に
つ
い
て
は
取
消
判
決
を
下
し
た。

と
い
う
の
も、
一

八
五
二
年
の
デ
ク
レ
で
は
法
令
違
反
の
場
合
と
不
服

申
立
が
提
起
さ
れ
た
場
合
と
が
区
別
さ
れ
て
お
り、

階
層
的
統
制
と
し

て
の
取
消
は、

後
者
で
は
合
目
的
性
を
理
由
と
し
得
る
が、

前
者
で
は

（
お）

法
令
違
反
の
場
合
の
み
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
た
の
で
あ
る。

こ
う
し

（
却）

た
意
味
で、

適
法
処
分
の
職
権
取
消
が
制
限
さ
れ
得
た
の
で
あ
っ
た。

も
っ
と
も、

既
得
権
（
ι
5
冨
忠
告
ぽ）

は
「
不
可
侵
の
ド
グ
マ
（
号
同・

（
刊）

ヨ白
E
S口
間同
宮市
こ

で
あ
る
と
考
え
ら
れ、

こ
れ
が、

違
法
処
分
の
職
権

取
消
に
対
す
る
唯
一

の
制
限
を
な
し
て
い
た。
「
行
政
決
定
は、

そ
れ

自
体
が
権
利
を
形
成
し
た
場
合
だ
け
で
な
く、

権
利
が
生
じ
る
行
為
や

契
約
を
許
可
な
い
し
認
可
す
る
に
留
ま
る
場
合
も
ま
た、

も
は
や
取
り

（
位）

消
さ
れ
得
な
い
」
（
ラ
フ
ェ
リ
エ
l
ル）、

あ
る
い
は、
「〔
公
権
力
の
行
為〕

が
既
得
権
を
生
じ
さ
せ
る
管
理
行
為
や
普
通
法
上
の
契
約
の
根
拠
と
な

（
位）

る
場
合
に
は、

も
は
や
取
り
消
さ
れ
得
な
い
」
（
オ
1
リ
ウ）
。

問
題
は、

違
法
な
行
政
行
為
か
ら
既
得
権
が
生
じ
る
か
否
か
で
あ

る。

例
え
ば、

道
路
沿
い
の
土
地
に
対
す
る
公
道
線
の
画
定
処
分

（
包
釘
5
5
3円）

が
違
法
に
な
さ
れ
た
場
合、

そ
れ
は
「〔
名
宛
人
に
対
し

て〕

何
ら
の
既
得
権
も
形
成
し
得
な
か
っ
た」

こ
と
か
ら、

職
権
取
消

（
必）

（
制）

は
適
法
と
さ
れ
た。
「
判
例
は
少
々
流
動
的
で
あ
っ
た
」

ょ
う
で
あ
る



が、
少
な
く
と
も、
一
九
世
紀
の
判
例
で
職
権
取
消
の
制
限
の
た
め
に

既
得
権
が
ほ
ぼ一
貫
し
て
援
用
さ
れ
た
事
例
は、
契
約
を
締
結
す
る
こ

（
江川）

と
の
決
定
や
そ
の
認
可
に
関
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る。
そ
の
中
で、
幾

つ
か
の
論
者
が
参
照
し
て
い
た
事
例
に
リ
l
ル
・
カ
ト
リ
ッ
ク
学
院
判

（
必）決が
あ
る。

事
案
は、
カ
ト
リ
ッ
ク
学
院
設
立
の
大
学
病
院
に
よ
る
公
立
病
院
内

で
の
施
設
利
用
に
関
す
る
契
約
の
認
可
が、
契
約
締
結
お
よ
び一
部
履

行
の
後
に、
法
定
の
諮
問
を
経
て
い
な
い
手
続
的
破
庇
を
理
由
に
内
務

（
幻）

大
臣
に
よ
っ
て
職
権
で
取
り
消
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る。
コ
ン
セ

イ
ユ
・
デ
タ
は、
「
本
件
契
約
は、
ノ
l
ル
県
の
カ
ト
リ
ッ
ク
学
院
に

対
し
て
も、
リ
ー
ル
救
済
院
に
対
し
て
も、
行
政
機
関
が
侵
害
し
得
な

い
権
利
を
形
成
し
た。
し
た
が
っ
て、
大
臣
は、
・：：
契
約
を
許
可
す

る
救
済
院
委
員
会
の
議
決
お
よ
び
契
約
を
承
認
し
た
知
事
の
ア
レ
テ
を

取
り
消
す
こ
と
で
（
E
S
E－田
邑、
権
限
を
逸
脱
し
た」
と
判
示
し

（
必）

た。
論
告
担
当
官
ダ
ヴ
ィ
ド
に
よ
れ
ば、
「
他
の
全
て
の
行
政
行
為
と

同
様
に、
行
政
の
後
見
的
監
督
行
為
（
主巾
常
E
S－－巾
包
E
E
寄即位
認）

の
取
消
自
由
（「
2
2
与口
正）
の
原
則
は、
一
般
に、
初
め
か
ら
存
在

す
る
も
の
と
し
て、
そ
の
適
用
上
無
限
定
な
の
で
は
な
い。
そ
れ
は、

本
来
的
に、
ま
さ
に
か
か
る
行
為
の
実
現
の
時
点
で、
そ
こ
か
ら
生
じ

（
刊）

た
権
利
を
前
に
し
て、
停
止
す
る
の
で
あ
る」。

三

違
法
処
分
の
取
消
自
由
の
原
則
ヘ

研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為の
職
権
取
消
（
二
六

二
O
世
紀
に
な
る
と、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
り、
違
法
処
分
と
の
関

係
で
は
既
得
権
の
認
め
ら
れ
る
余
地
が
な
い
と
解
し
得
る
判
決
が
現
れ

（
印）

る。
一
九一
一一
年
の
プ
ラ
ン
神
父
判
決
で
は、
事
案
は

上ナ記
リ
l
ル
・

カ
ト
リ
ッ
ク
学
院
判
決
と
同
じ
く、
市
長
と
プ
ラ
ン
神
父
と
の
問
で
司

祭
館
6
5
5
3b『巾）
の
賃
貸
借
契
約
が
締
結
さ
れ、
知
事
は
こ
れ
を

認
可
し
た
が、
二
年
後
に
認
可
を
取
り
消
し
た
こ
と
が
争
わ
れ
た
と
こ

ろ、
判
示
内
容
が
微
修
正
さ
れ
た
の
で
あ
る。

「〔
知
事
に
よ
る
契
約
の
認
可〕
は、
契
約
当
事
者
に
対
し
て、
行
政
機

関
が
侵
害
し
得
な
い
権
利
を
形
成
し
た。
：：：
知
事
は、
適
法
に
（「φ

間
口

5
5
B
g円）
な
さ
れ
た
認
可
を
無
条
件
の
取
消
（『巾
g－
ζ
R巾
Z
E
－

－巾）
に
よ
っ
て
覆
す
こ
と
で、
既
得
権
を
侵
害
し
た
（
Bbn
g
E
寄巾

島市田
ι『O一円目
白
SE
E
－
判
決
で
は、
認
可
の
適
法
性
が
確
認
さ
れ
て
い

（
日）

る。
ま
さ
に
そ
の
点
で、
後
の
論
者
に
よ
れ
ば、
原
処
分
が
違
法
で
あ

れ
ば
既
得
権
は
生
じ
得
ず
違
法
処
分
の
職
権
取
消
は
何
ら
制
限
さ
れ
な

い、
と
の
判
断
が一
不
さ
れ
た
の
で
あ
る。

ブ
ラ
ン
神
父
判
決
は
同
時
代
的
に
は
特
別
な
評
価
を
得
て
い
な
か
っ

（
位）
た
が、
こ
の
時
期、
確
か
に、
原
処
分
の
適
法
性
が
結
論
を
左
右
す
る

と
解
し
得
る
判
例
が
見
ら
れ
る。
例
え
ば、
山
岳
地
域
の
住
民
の
た
め

に
特
別
に
医
師
を
雇
う
こ
と
を
決
め
た
県
議
会
の
議
決
に
つ
き、
知
事

は
こ
れ
を
認
可
し
て
契
約
も
締
結
し
た
後、
契
約
期
間
を
短
縮
す
る
た

め
に
知
事
が
認
可
の
効
力
を
制
限
し
た
（一
部
取
消）
と
い
う
事
案
で

（
第
∞∞
巻
第
八
号）

戸七



耳H川

U
L

－－

uソ
プ

フ
ラ
ン
ス
訟
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消
（一
）

七

は、

本
件
に
お
い
て
「
県
議
会
の
議
決
は
適
法
に
な
さ
れ
た
と
み
な
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

こ
と
を
明
示
し
た
上
で、
「
知
事
は
：

・
既

（
臼）

得
権
を
侵
害
し
た
」

と
判
断
さ
れ
た。

ま
た、

ニ
O
位
紀
初
頭、

公
務
員
の
法
的
地
位
に
関
す
る
一

連
の
判

決
が
取
消
制
限
法
理
を
形
成
し
た
が、

こ
れ
も
ブ
ラ
ン
神
父
判
決
の
延

長
線
上
に
位
置
づ
け
得
る。

公
務
員
の
適
法
な
任
命
等
の
職
権
取
消
に

（
臼）

つ
い
て
は
既
得
権
の
侵
害
が
認
め
ら
れ、

こ
れ
に
対
し
て、

違
法
な
任

命
等
に
つ
い
て
は、
「
当
該
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
を
妨
げ
得
る
権
利

を
な
ん
ら
付
与
し
な
か
っ
た
」

こ
と
を
理
由
に、

職
権
取
消
は
適
法
と

（
臼）

判
断
さ
れ
た。

た
だ、

任
命
の
職
権
取
消
に
関
す
る
判
決
は、

情
実
任
用
（
職
員
の

（
鉛）

更
迭
を
伴
う）

が
多
く
見
ら
れ
た
当
時
の
状
況
と
の
関
連
で
は、

む
し

ろ、

任
免
権
を
制
限
し
て
公
務
員
の
地
位
を
保
護
し
た
と
い
う
側
面
が

あ
る。

従
来、

法
令
の
未
整
備
の
た
め、

罷
免
等
は
訴
訟
を
提
起
し
得

（
閉山）

な
い
純
粋
行
政
の
行
為
で
あ
っ
た
が、
一

九
世
紀
末
か
ら
は
次
第
に
出

（
関）

訴
が
認
め
ら
れ
取
消
判
決
も
下
さ
れ
る
よ
う
に
な
る。

そ
し
て、

適
法

な
任
命
に
既
得
権
の
形
成
を
認
め
て
職
権
取
消
を
制
限
す
る
こ
と
で、

能
免
の
た
め
に
は
所
定
の
手
続
（
対
審
手
続、

罷
免
対
象
者
の
参
加
す
る

懲
罰
委
員
会
へ
の
諮
問
な
ど）

を
経
る
必
要
が
あ
る
と
の
制
限
を
剖附
し
た

（
印）

（
ω）

の
で
あ
る。

例
え
ば
ピ
ュ
リ
エ
判
決
が
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
の
も、

こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
な
の
で
あ
っ
た。
「〔
下
士
官
（目
。
510
B円
奇）

（
第
∞∞
巻

第
八
号）

｝＼ 

の
任
命〕

決
定
は、

ビ
ュ
リ
エ
氏
に
対
し
て、
一

九
O
五
年
三
月一
一
一

（
臼）

日
法
律
六
七
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
条
件
と
形
式
で
し
か
侵
害
し
得

な
い
よ
う
な
権
利
を
形
成
し
た。

当
該
法
律
規
定
の
適
用
に
よ
り、

聴

問
委
員
会
の
意
見
を
受
け
た
後、

職
権
で、

原
告
に
退
役
を
認
め
ま
た

は
罷
免
を
宣
言
す
る
こ
と
は
大
臣
の
権
能
で
あ
る
が、

大
臣
は、

適
法

に
な
さ
れ
た
決
定
を
無
条
件
の
取
消
に
よ
っ
て
覆
す
こ
と
で、

既
得
権

を
侵
害
し
た」。

こ
う
し
て、

二
O
世
紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
で
は、

い
ま
だ
適
法
処
分

（
位）

の
取
消
制
限
が
意
識
さ
れ
て
い
た
に
留
ま
る。

既
得
権
の
生
じ
得
る
行

政
行
為
で
あ
っ
て
も、

そ
れ
が
違
法
で
あ
れ
ば、

職
権
取
消
に
対
す
る

制
限
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
た。

職
権
取
消
論
の
形
成

カ
シ
工
夫
人
判
決

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
初
め
て
職
権
取
消
の
一

般
的
な
制
限
法
理
を
確

（
臼）

立
し
た
の
が、
一

九
二
二
年
の
カ
シ
工
夫
人
判
決
で
あ
り、

行
政
法
の

基
本
原
理
を
構
築
し
た
判
例
の
一

つ
に
も
数
え
ら
れ
る
重
要
判
決
で
あ

（

印刷
）
る。
一

九
二
O
年
一
一

月、

不
動
産
所
有
者
で
あ
る
カ
シ
工
夫
人
は、

戦
争
の
混
乱
に
よ
っ
て
生
じ
た
賃
貸
借
の
履
行
お
よ
び
解
除
に
関
す
る

問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
一

九
一

八
年
三
月
九
日
の
法
律

に
基
づ
き、

賃
料
喪
失
に
対
す
る
補
償
金
の
交
付
決
定
を
受
け
た。

だ



が、

補
償
額
が
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
財
務
大
臣
に
増
額
を
申
し
立
て

た
と
こ
ろ、

大
臣
は、

ヵ
シ
工
夫
人
の
所
有
す
る
不
動
産
が
補
償
金
の

対
象
に
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
判
断
し
て、
一
九一
二
年
六
月、

増
額
請
求
の
棄
却
と
と
も
に
交
付
決
定
自
体
を
職
権
で
取
り
消
し
た。

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は、

次
の
よ
う
な一
般
原
則
を
打
ち
立
て
る
こ
と

で、

交
付
決
定
は
違
法
で
あ
っ
た
が
大
臣
が
取
り
消
す
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
と
判
断
し
た。

「一
般
に、

権
利
を
形
成
し
た
行
政
決
定
（己
宣
告ロ
邑
邑口】凹
gt
s

ミ
SH
Q
念
品巾由
今
S
S）

が
訴
訟
に
よ
る
取
消
を
惹
起
し
得
る
よ
う
な

違
法
性
を
帝
び
て
い
る
場
合、

自
ら
職
権
で
か
か
る
取
消
を
宣
言
す
る

こ
と
は
大
臣
の
権
能
で
あ
る
が
2・己
省
官
E
S
E
E
s
－
＝

z
q
g
号
百円。，

E
R
2
2HB
B即
日
2H
．0
2
2
8
帝
S
E
E
Eロ）、

大
臣
は、

出
訴
期
間

が
経
過
し
て
い
な
い
限
り
で
の
み、

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る。

訴
訟

が
提
起
さ
れ
た
場
合、

大
臣
は
な
お、

出
訴
期
間
が
経
過
し
た
後
で
あ

っ
て
も、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
判
決
を
下
す
ま
で
は、

当
該
訴
訟
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
限
り
で、

か
っ、

訴
訟
に
満
足
を
与
え
る
こ
と
を

目
的
と
し
て、

係
争
行
為
を
自
ら
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
が、

た
だ

し、

原
告
が
請
求
し
た
取
消
の
範
囲
内
に
限
ら
れ、

か
っ、

出
訴
期
間

内
に
争
わ
れ
る
こ
と
も
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
決
定
の
部
分

に
よ
っ
て
確
定
的
に
取
得
さ
れ
た
権
利
E
5
5
念
E
E
5
B
g
z
o

宮
町）

を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い」。

『百

仰崎町一

ノu

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
戦
線
取
消
（一
）
八

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は、

権
利
形
成
的
行
為
に
つ
い
て

は、

違
法
で
あ
る
と
し
て
も、

出
訴
期
間
内
で
の
み
職
権
取
消
が
可
能

で
あ
る
と
い
う
原
則
を
打
ち
立
て
た。

職
権
取
消
が
可
能
な
期
間
の
固

定
的
設
定
こ
そ
が、

フ
ラ
ン
ス
職
権
取
消
法
理
に
お
い
て
最
も
注
目
さ

（
白山）

れ
る
点
で
あ
る。

し
か
も、

越
権
訴
訟
の
出
訴
期
間
は、
一
九
O
O
年

以
降、

処
分
の
通
知
ま
た
は
公
告
か
ら
二
ヶ
月
間
で
あ
る
か
ら、

相
当

に
短
期
間
で
あ
る。

出
訴
期
間
の
経
過
後
で
も、

そ
の
問
に
訴
訟
が
提

起
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
取
消
期
間
が
延
長
さ
れ
る
が、
こ
の
段
階
で

の
職
権
取
消
に
は
制
限
が
あ
り、

原
告
（
通
常
は
不
利
益
を
受
け
た
第
三

者）
の
請
求
に
対
し
て
裁
判
官
が
取
消
を
宣
言
し
得
る
範
囲
内
に
限
ら

（
山山）

（
町山）

れ
る。

行
政
不
服
申
立
に
よ
っ
て
も
取
消
期
間
が
延
長
さ
れ、

か
っ、

（
四阿）

そ
の
場
合
に
は
行
政
に
は
取
消
義
務
が
生
じ
る。
こ
の
点
で
興
味
深
い

の
は、

不
服
申
立
が
そ
れ
自
体
と
し
て
制
度
上
独
自
に
観
念
さ
れ
ず、

上
述
の
一
九
世
紀
に
お
け
る
概
念
把
握
と
同
様
に、

職
権
取
消
法
理
の

枠
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た。

な
お、

取
消
権
者
は
大
臣
や
「
行
政
機
関
（担
えロ
ユ
尽
包
E
a
寄由民自

〈巾
こ

で
あ
り
（
処
分
庁
に
よ
る
取
消
に
は
ぐ巾門
E
C

の
誼聞
が
当
て
ら
れ

（

ω
）

 

て
い
る）、

行
政
自
身
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
取
消
義
務
ま
で
は

（
加）

な
く
（
む
し
ろ、
取
り
消
さ
な
い
限
り
は
原
則
と
し
て
適
用
義
務
が
あ
る）、

取
消
事
由
や
期
間
に
関
し
て
特
別
の
法
令
規
定
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
従
う

こ
と
に
な
る。

こ、
つ
し
て、

（
第
∞∞
巻

第
八
号）

九



フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消
（一
）

九

（
引）

カ
シ
エ

夫
人
判
決
は
直
ち
に
確
立
し
た
判
例
と
な
り、

こ
れ
に
よ

り、

職
権
取
消
が
判
例
に
お
い
て
初
め
て
「
明
確
な
法
理
論
に
な
っ

（
η
）
 

た
」。

も
っ
と
も、

同
時
代
的
に
は、

ボ
ル
ド
ー
学
派
が
「
取
消
を
出

訴
期
間
に
限
る
こ
と
は、
・
：

適
法
性
の
原
理
と
全
く
一

致
し
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
」

と
批
判
し
て、

射
程
を
金
銭
債
権
等
が
生
じ
る
主
観

（

η
）
 

的
行
為
（
契
約
な
ど）

に
限
定
し
て
理
解
し
た
。

特
に
デ
ユ
ギ
l
に
お

い
て
は、
「〔
行
政
行
為〕

が
違
法
な
ら
ば、

行
政
や
行
政
官
の
賠
償
責

任
を
生
じ
さ
せ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て、

行
政
は
そ
れ
を
い
つ
で
も

（
九）

取
り
消
し
得
る
」

と
主
張
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て、

ォ
l
リ
ウ

（
万）

は、
「
既
得
権
の
勝
利」

や
「
静
態
的
な
環
境
」

を
評
価
し
て
お
り、

（
花）

そ
の
後
は
長
い
問、
「
矛
盾
す
る
諸
要
請
の
エ
レ
ガ
ン
ト
な
妥
協」

と

考
え
ら
れ
て
き
た。

と
こ
ろ
で、

ヵ
シ
エ

夫
人
判
決
で
は、

行
政
と
受
益
者
の
み
が
当
事

者
で
あ
り、

単
純
な
二
面
関
係
に
お
け
る
職
権
取
消
の
制
限
が
’意
識
さ

れ
て
い
た。

だ
が、

二
O
世
紀
初
頭
は
フ
ラ
ン
ス
の
取
消
訴
訟
で
あ
る

越
権
訴
訟
が
発
展
し
て
い
き、

取
消
事
由
や
原
告
適
格
が
拡
大
す
る
時

期
で
あ
る。

例
え
ば、
一

九
O
三
年
の
ロ
ト
判
決
で
は、

公
務
員
に
対

し
て、

自
身
の
キ
ャ
リ
ア
に
影
響
し
得
る
他
の
公
務
員
の
任
命
等
を
争

（
け）

、
つ
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
た。

こ
う
し
て
第
三
者
が
授
益
処
分
を
争
う

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と、

職
権
取
消
に
関
し
て
も、

単
に
受
益
者
の
地

位
の
保
護
だ
け
で
な
く、

第
三
者
の
保
護
を
考
慮
す
る
必
要
が
生
じ

再川市a緬B，

（
第
四∞
巻

第
八
号）

。

る。

ヵ
シ
エ

夫
人
判
決
と
の
関
係
で
い
え
ば、

職
権
取
消
が
可
能
な
期

間
で
も
あ
る
出
訴
期
間
は
受
益
者
と
第
三
者
の
何
れ
を
基
準
に
判
断
さ

れ
る
の
か
と
い
う
問
題、

す
な
わ
ち、

取
消
期
間
の
起
算
点
を
め
ぐ
る

問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る。

ニ

パ
ニ
ュ
l
市
判
決

取
消
期
間
の
起
算
点
は、

授
益
処
分
の
名
宛
人
の
み
が
利
害
関
係
者

で
あ
る
場
合
に
は、

事
案
に
応
じ
て、

名
宛
人
へ
の
通
知
日
（
ロD
E
S
－

（
抱）

（
内）

晋
ロ）

や
公
告
日
（
E
E
円
由
民O
ロ）

と
さ
れ
て
い
た。

処
分
の
署
名
日
と

（
別）

解
し
得
る
判
例
も
あ
っ
た
が、

適
法
処
分
の
職
権
取
消
が
違
法
と
さ
れ

た
事
案
で
あ
り
職
権
取
消
は
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
っ
た
た
め、

起
算
点

は
問
題
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た。

こ
れ
に
対
し
て、

第
三
者
が
利
害
関
係
を
も
っ
場
合、

そ
の
出
訴
期

間
は
第
三
者
へ
の
通
知
か
公
告
が
な
け
れ
ば
進
行
し
な
い
た
め、

出
訴

期
間
の
起
算
点
が
名
宛
人
と
第
三
者
と
で
異
な
り
得
る。

そ
こ
で、

第

三
者
が
実
際
に
紛
争
当
事
者
に
な
っ
て
い
た
事
案
に
お
い
て、

テ
ト
ゥ

（
創）

ラ
ン
判
決
な
ど
で
は
二
元
的
な
基
準
で
も
っ
て
解
決
が
図
ら
れ
て
い

た。

す
な
わ
ち、

名
宛
人
の
出
訴
期
間
内
は
純
粋
な
職
権
取
消
が
可
能

で
あ
り、

そ
の
経
過
後
で
も、

第
三
者
が
そ
の
出
訴
期
間
内
に
訴
訟
や

不
服
申
立
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
消
期
間
が
延
長
な
い
し
復
活

す
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る。

し
か
し
な
が
ら、
一

九
六
六
年
の
パ
ニ
ユ

（
位）

l
市
判
決
で
は、

全
く
異
な
る
解
決
が
新
た
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
に
な



事
案
は 、

団
地
内
で
の
礼
拝
堂
の
建
築
許
可
が
一

九
五
八
年
に
な
さ

れ
た
が 、

団
地
建
設
の
た
め
の
事
業
遂
行
契
約
書
（
g
z
q
号回

忌
車

問巾凹）

に
規
定
が
な
く
違
法
で
あ
り 、

約
一

0
ヶ
月
後
に
市
長
に
よ
っ

て
許
可
が
取
り
消
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る 。
一

九
六
一

年
以
前
で

は
建
築
許
可
に
公
告
の
必
要
が
な
か
っ
た
た
め 、

第
三
者
の
出
訴
期
間

は
進
行
し
て
い
な
か
っ
た 。

た
だ 、

団
地
住
民
は
礼
拝
堂
建
設
に
よ
る

緑
地
減
少
に
抗
議
す
る
要
望
書
を 、

職
権
取
消
の
五
ヶ
月
前
に
市
長
に

提
出
し
て
い
た 。

判
決
も
論
告
も
要
望
書
の
性
質
に
つ
い
て
は
何
も
言

及
し
て
い
な
い
も
の
の 、

仮
に
こ
れ
を
不
服
申
立
で
あ
る
と
解
し
た
場

合 、

テ
ト
ウ
ラ
ン
判
決
等
の
論
理
か
ら
し
て
取
消
期
間
は
延
長
す
る

が 、

市
長
に
よ
る
取
消
の
時
点
は
不
服
申
立
の
審
査
期
間
で
あ
る
四
ヶ

（
お）月

を
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
た 。

も
ち
ろ
ん
名
宛
人
の
出
訴
期
間
は
経
過

し
て
い
た
た
め 、

お
そ
ら
く 、

従
来
の
判
例
に
よ
れ
ば
職
権
取
消
は
不

可
能
で
あ
っ
た
（
原
繁
の
パ
リ
地
方
行
政
裁
判
所
は
職
権
取
消
を
違
法
と

判
断）

。

し
か
し 、

コ
ン
セ
イ
ユ
・

デ
タ
は 、

お
そ
ら
く
住
民
の
要
望

書
を
不
服
申
立
で
は
な
い
と
理
解
し
た
上
で 、

次
の
よ
う
な
原
則
を
打

ち
立
て
て 、

市
長
に
よ
る
取
消
を
適
法
で
あ
る
と
判
断
し
た 。

「
権
利
の
生
じ
得
る
者
に
対
す
る
〔
権
利
形
成
的〕

決
定
の
通
知
が 、

そ
の
者
と
の
関
係
で
は
出
訴
期
間
の
経
過
を
も
た
ら
し
た
と
し
て
も 、

当
該
決
定
の
公
告
の
欠
如
は 、

当
該
期
間
が
第
三
者
に
対
し
て
進
行
す

研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消

る
こ
と
を
妨
げ 、

第
三
者
は
不
服
申
立
ま
た
は
訴
訟
を
提
起
す
る
可
能

性
を
も
ち
続
け
る 。

し
た
が
っ
て 、

決
定
は
確
定
し
た
と
は
み
な
さ
れ

得
ず 、

行
政
は 、

こ
の
よ
う
な
場
合 、

利
害
関
係
の
あ
る
第
三
者
に
よ

っ
て
実
際
に
は
い
か
な
る
争
訟
も
提
起
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も 、

違

法
な
決
定
を 、

い
つ
で
も
適
法
に
職
権
で
取
り

消
す
こ
と
（
5
3
2
斥「

q
o
sn巾）

が
で
き
る
」 。

こ
う
し
て 、

行
政
の
取
消
期
間
を
受
益
者
の
出
訴
期
間
と
一

致
さ
せ

た
カ
シ
ェ

夫
人
判
決
の
論
理
が 、

第
三
者
と
の
関
係
に
も
拡
張
さ
れ

た 。

し
か
し
そ
の
結
果 、

第
三
者
に
利
害
関
係
の
あ
る
処
分
に
公
告
が

な
い
場
合 、

第
三
者
の
出
訴
期
間
は
進
行
し
な
い
た
め 、

事
実
上 、

無

期
限
の
職
権
取
消
が
可
能
に
な
っ
て
し
ま
っ
た 。

フ
ラ
ン
ス
法
で
は
第

三
者
の
原
告
適
格
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
て
パ
ニ
ュ
1

市
判
決
の
適
用

（
例）

領
域
は
広
く 、

ま
た 、

特
別
の
規
定
が
な
い
限
り
個
別
処
分
の
公
告
は

法
的
義
務
で
は
な
く 、

そ
れ
が
な
く
て
も
処
分
の
適
法
性
に
は
影
響
し

な
い
だ
け
に 、

出
訴
期
間
が
進
行
し
て
い
な
い
場
合
も
相
当
に
あ
り
得

る
。

も
っ
と
も 、

判
決
を
支
持
す
る
者
も 、

無
制
限
の
職
権
取
消
を
許

容
し
た
の
で
は
な
い

。

そ
う
で
は
な
く 、
「
職
権
取
消
の
領
域
に
お
い

て 、

期
間
の
条
件
は
唯
一

の
も
の
で
も 、

も
ち
ろ
ん 、

最
も
重
要
で
も

な
い
」

の
で
あ
り 、

む
し
ろ 、

原
処
分
が
違
法
性
こ
そ
が
「〔
職
権
取

（
お）

消
の〕

濫
用
の
危
険
を
十
二
分
に
制
限
す
る
」

と
解
し
て
い
た 。

そ
し

て
ま
た 、
「
決
定
の
違
法
性
を
認
め
る
こ
と
〔
取
り
消
す
こ
と〕

で 、

実

。

（
第
四∞
巻

第
八
号）

一



研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消

際
の
と
こ
ろ、

行
政
は
同
時
に、

当
該
決
定
が
権
利
の
受
益
者
に
対
し

て
賠
償
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
」

こ
と
か
ら

も、

受
益
者
の
地
位
が
脅
か
さ
れ
る
お
そ
れ
は
な
い
、

と
い
う
の
で
あ

（
泌）
る。

こ
の
点、

既
述
の
通
り、

カ
シ
エ

夫
人
判
決
に
対
し
て
適
法
性
を

重
視
す
る
デ
ユ

ギ
l
が
同
趣
旨
の
批
判
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ

れ
よ
う。

だ
が、

判
決
や
そ
れ
を
支
持
す
る
論
者
に
お
い
て
は、

違
法
処
分
の

職
権
取
消
を
制
限
す
る
と
い
う
考
慮
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る。

む
し
ろ、

職
権
取
消
の
可
能
性
を
事
実
上
拡
大
す
る
こ
と
で、

コ
ン
セ

イ
ユ
・

デ
タ
は、
（
少
な
く
と
も
三
商
関
係
で
は）

形
式
的
な
適
法
性
の

尊
重
を
処
分
後
に
お
い
て
も
重
視
し
た
の
で
あ
ろ
う。

論
理
構
成
上
は

カ
シ
エ

夫
人
判
決
の
「
型
ど
お
り
の
適
用」

で
あ
る
も
の
の、

そ
の
結

果、

職
権
取
消
を
制
限
す
る
と
い
う
そ
の
精
神
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た

（
幻）

の
で
あ
る。

こ
う
し
た
実
質
的
な
方
向
転
換
に
関
し
て、

理
論
的
観
点
か
ら
は、

カ
シ
ェ

夫
人
判
決
と
パ
ニ
ュ
l
市
判
決
に
お
け
る
事
案
の
差
に
注
視
す

べ
き
で
あ
る。

職
権
取
消
の
対
象
が、

前
者
で
は
補
償
金
の
交
付
で
あ

っ
た
の
に
対
し
て、

後
者
で
は
建
築
許
可
と
い
う
第
三
者
に
影
響
を
及

ぼ
し
得
る
処
分
で
あ
っ
た。

し
た
が
っ
て、

パ
ニ
ュ
l
市
事
件
で
は、

特
定
の
私
人
が
違
法
に
取
得
し
た
法
的
地
位
の
帰
趨
だ
け
で
な
く、

処

分
後
の
過
程
に
お
け
る
第
三
者
の
保
護
さ
ら
に
は
公
設
一

般
の
実
現
が

（
第
四∞
巻

第
八
号）

問
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る。

そ
こ
で、

パ
ニ
ュ
l
市
判
決
の
解
決
を
提
案
し
た
論
告
担
当
官
ブ
レ

バ
ン
は、

第
三
者
の
救
済
の
必
要
を
意
識
し
て、
「
遅
れ
た
訴
訟
上
の

取
消
よ
り
も
迅
速
な
行
政
上
の
取
消
の
方
が
よ
い
」

と
の
大
前
提
を
示

し
て
い
た。

た
だ、

そ
う
で
あ
る
と
し
て
も、
テ
ト
ウ
ラ
ン
判
決
な
ど

従
来
の
判
例
の
よ
う
に、

不
服
申
立
に
よ
っ
て
取
消
期
間
の
延
長
を
認

め
れ
ば
十
分
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る。

に
も
か
か
わ
ら
ず、

パ
ニ
ュ

ー

市
判
決
は、

第
三
者
の
出
訴
期
間
内
で
あ
れ
ば
行
政
の
ク
職
様。

取
消

が
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
た。

こ
こ
に
は
明
ら
か
に、
「
行
政
不
服
申

（
∞∞）
 

立
に
対
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・

デ
タ
の
伝
統
的
な
敵
意
」

が
潜
ん
で
い

る。

実
際、

ブ
レ
パ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た。
「〔
取
消
期
間
の

延
長
の
た
め
に
不
服
申
立
を
必
要
と
す
る
こ
と
は〕

法
関
係
の
安
定
性
と

適
法
性
の
回
復
と
を、

第
三
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ、

好
意
（
玄
g・

5－－即
日巾）
、

時
に
は
策
略
（
呂田
口
日
ロ
ミ巾）

に
依
存
さ
せ
て
し
ま
う。
〔
そ

う
し
た
場
合〕

第
三
者
は、

通
常
は
処
分
の
受
益
者
の
競
争
相
手
だ

が、

争
訟
と
い
う
威
嚇
を
好
き
な
よ
う
に
用
い
る
こ
と
が
で
き、

時
に

は、

利
害
関
係
者
に
対
し
て
も、

行
政
に
対
し
て
も、

抑
圧
の
手
段
と

（
鈎）

し
て
そ
れ
を
利
用
で
き
る
の
で
あ
る
」。

つ
ま
り、

ブ
レ
パ
ン
に
よ
れ

ば、

違
法
是
正
の
作
用
が
第
三
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
イ
ブ
に
依
存
す
べ
き

で
は
な
い
の
で
あ
り、

そ
う
で
あ
る
以
上、

行
政
の
判
断
に
委
ね
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

行
政
は
一

度
違
法
を
犯
し
た
は
ず
で
あ
る
の
に、

そ
れ



で
も、

第
三
者
に
対
す
る
不
信
は
そ
れ
を
上
回
る
と
解
さ
れ
た
の
で
あ

（
卯）
ろ、
つ。と

こ
ろ
で、

職
権
取
消
法
理
に
第
三
者
保
護
の
要
請
を
組
み
込
み
な

が
ら
も
行
政
の
。
職
権。

取
消
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
と、

第
三
者
が

実
際
に
処
分
を
争
う
か
否
か
と
は
無
関
係
に、

と
に
か
く
第
三
者
が
潜

在
的
に
存
在
し
て
い
れ
ば
足
り
る
こ
と
に
な
る。

公
告
が
な
け
れ
ば
処

（
但）

分
の
存
在
を
知
ら
な
い
場
合
さ
え
あ
り
得
る
「
架
空
の
第
三
者」
の
出

訴
可
能
性
に
よ
っ
て、

職
権
取
消
権
が
正
当
化
さ
れ
た
の
で
あ
る。

そ

の
た
め、

ル
・
ミ
l
ル
は、
「
な
ぜ、
一

般
利
益
を
侵
害
す
る
違
法
性

よ
り
も、

第
三
者
を
侵
害
す
る
違
法
性
に
向
い
て
い
る
制
度
を
残
し
て

（
m出
）

お
く
の
で
あ
ろ
う
か」

と
の
疑
問
を
呈
し
て
い
た。

フ
ラ
ン
ス
法
で
は

原
告
適
絡
が
広
い
と
し
て
も、

そ
れ
は
訴
訟
法
上
の
救
済
の
観
点
に
基

づ
く
も
の
で
あ
り、

公
益
が
常
に
第
三
者
の
保
護
を
要
請
す
る
と
は
限

ら
な
い。

だ
が、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は、

授
訴
処
分
の
根
拠
規
定
が

第
三
者
の
保
護
を
も
図
る
規
定
で
あ
る
の
か
否
か
は
問
わ
ず
に、

職
権

取
消
に
関
す
る
実
体
法
関
係
を
訴
訟
法
関
係
と
密
接
に
連
動
さ
せ
た
の

で
あ
っ
た。

こ
こ
で
は、

出
訴
期
間
の
経
過
の
有
無
こ
そ
が、

職
権
取

消
の
可
能
性
を
判
断
す
る
た
め
の
絶
対
的
基
準
で
あ
り、
「
唯
一
の
論

（

mm
）

 

理
的
な
解
決」

だ
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る。

三

職
権
取
消
権
の
基
礎
づ
け

さ
て、

以
上
の
通
り、

カ
シ
工
夫
人
判
決
と
パ
ニ
ュ
l
市
判
決
に
よ

研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消

っ
て、

行
政
の
取
消
樵
の
存
在
や
そ
の
範
囲
・
限
界
が
明
確
に
さ
れ

た。

で
は、

学
説
は、

行
政
が
取
消
権
を
有
す
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に

正
当
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か。

ま
ず、

根
本
的
に
は、
「
行
政
行
為
を
規
律
し
て
い
る、

変
動
性

（
ヨロ
S
E－－
芯）

お
よ
び
公
議
へ
の
継
続
的
適
合
性
（
昆
弓
E
5H）

の
原

（
例）則」

が
意
識
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る。

例
え
ば、

M
・
ワ
リ
l

ヌ
は、
「
行
政
機
関
の
決
定
は
公
益
に
関
わ
っ
て
お
り、

諮問
り
に
国
執

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
公
益
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ

（

町田
）

う」

と
述
べ
て
行
政
の
自
己
訂
正
権
を
導
い
て
い
る。

M
・
ワ
リ
l
ヌ

に
お
い
て
は、

違
法
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
は
賠
償
責
任
を
生
じ
さ
せ

る
過
失
を
構
成
し
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
職
権
取
消
に
よ
る
公
金
の
維
持

も
公
益
で
あ
る
と
さ
れ
た
点
が
興
味
深
い
が、

そ
れ
で
も、

公
益
の
第

一
要
請
に
挙
げ
ら
れ
た
の
は
適
法
性
の
尊
重
で
あ
っ
た。
つ
ま
り、

違

法
処
分
の
職
権
取
消
は
「
適
法
性
の
原
理
の
制
裁
（回
目
E
S
E
－ロ・

（

町四
）

己
完
号
広岡田口
広
こ

で
あ
る
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る。

そ
し
て、
一

部
の
論
者
に
よ
れ
ば、

権
利
形
成
的
行
為
の
職
権
取
消

に
関
す
る
判
例
は
行
政
に
対
し
て
も
「
一

般
的
な
取
消
権
G
E
g
可

阿
古
今白
二
ざロ
己
主
S）」

を
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て、

そ
れ
は
処
分

（
併）

権
限
と
は
異
な
る
権
限
な
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
た。

と
い
う
の
も、

権

利
形
成
的
行
為
に
つ
い
て
は、

私
人
が
そ
こ
か
ら
一

時
的
（百
芯
S「巾）

で
は
な
く
既
得
S
SE－∞）

の
権
利
を
手
に
入
れ
る
こ
と
を
判
例
は
認

（
第
∞∞
巻

第
八
号）

一

一

一



研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消

め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら、
「
権
利
形
成
的
行
為
を
行
う
た
め
に
用
い

ら
れ
た
権
限
が、
一

度
行
使
さ
れ
た
の
に、

な
お
も
行
政
機
関
に
属
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う」。

む
し
ろ、
「
行
政
機

関
は
一

回
き
り
の
行
使
で
向
身
の
権
限
を
使
い
果
た
し
た
」

の
で
あ

る。

こ
う
し
て、

権
利
の
確
定
的
取
得
と
行
政
の
権
限
喪
失
は
表
裏
一

体
な
の
で
あ
っ
て、

職
権
取
消
の
た
め
に
は
処
分
権
限
と
は
異
な
る
権

（

問問
）

限
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る。

た
だ
し、

行
政
に
取
消
権
を
認
め
る
と
し
て
も、
「
適
法
性
の
尊
重

を
監
視
す
る
役
割
を
特
別
に
負
っ
て
い
る
裁
判
官
よ
り
も
広
い
権
限
を

（

川町
）

認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る。

歴
史
的
に

は、

裁
判
の
可
能
性
と
は
無
関
係
に、

大
臣
は
階
層
的
統
制
の
権
能
を

当
然
に
有
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が、

も
は
や、

そ
れ

は
裁
判
官
以
上
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る。

概
念
史
の
十
分

な
説
明
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の、

裁
判
官
の
権
限
と
の
関
係
に
お
い

て、

行
政
の
取
消
権
が
限
定
的
に
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る。

実
際、

二
O
世
紀
中
葉
に
は、

上
級
機
関
の
階
層
的
権
限

も
「
完
全
な
権
限」

で
は
な
く、

取
消
権
に
関
し
て
は
原
則
と
し
て
処

分
庁
と
同
様
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
が
明
確
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

（

削
）
る。

そ
こ
で、

出
訴
期
間
内
で
の
み
認
め
ら
れ
る
権
利
形
成
的
行
為
の
職

権
取
消
権
に
つ
い
て、

学
説
は
結
局
の
と
こ
ろ、
「
争
訟
取
消
の
予
防

（
第
∞∞
巻

第
八
号）

四

（

川
）

も
し
く
は
先
回
り

E
g
gn
q）
」

あ
る
い
は
「
争
訟
取
消
の
代
用
品

（

剛山
）

（

問
）

（
印Enn
E
gb
こ

で
あ
り、
「
訴
訟
の
節
約」

で
あ
る
と
性
質
ε

つ
け
て、

正
当
化
し
た
の
で
あ
っ
た。

こ
う
し
た
争
訟
取
消
と
の
連
動
的
な
観
念

に
こ
そ、

職
権
取
消
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
本
質
的
理
解
が
見
出
さ

れ
る。

こ
の
点
に
つ
い
て
は、

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
歴
史
か
ら
す
れ

ば、

行
政
に
対
し
て
「
大
臣
H
裁
判
官
論
さ
ら
に
は
行
政
H
裁
判
官
論

の
遺
物
を
想
起
さ
せ
る
『
準
裁
判
的

SE
E
Y
E
－

E
8
5］）』

権
限」

（

刷
）

と
い
う
「
例
外
的
な
特
権」

が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
説
明
で
き
る。

た

だ、

そ
の
特
権
的
側
面
の
み
が
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

む
し

ろ、

職
権
取
消
と
争
訟
取
消
の
連
動
か
ら
は、

職
権
取
消
権
が
争
訟
取

消
の
制
度
と
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
極
め
て
例
外
的
に
許
容

で
き
る
権
限
と
し
て
理
解
さ
れ
た、

と
い
う
例
外
性
こ
そ
が
十
分
に
意

識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。

こ
の
こ
と
は
実
際、

次
に
取
り

上
げ
る
取
消
制
限
の
議
論
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る。

（

l）

本
稿
は、

二
O
一
一

年一

月
に
筑
波
大
学
大
学
院
に
提
出
し
た
修

士
論
文
を
要
約
し
お
よ
び
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る。

同
年
九
月

に
は、

第
一
一一一一一一
回
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
研
究
会
に
お
い
て
報
告
の
機

会
に
恵
ま
れ、

諸
先
生
方
か
ら、

特
に
職
権
取
消
の
概
念
や
歴
史
的

位
世
づ
け
に
関
し
て
ご
教
示
を
賜
っ
た。

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ

る。

（

2）

学
説
の
整
理
と
し
て、

参
照、

乙
部
哲
郎
「
行
政
行
為
の
取
消
論



の
展
開」
『
行
政
行
為
の
取
消
と
撤
回」
（
晃
洋
書一
房 、
二
O
O
七
年）

三
六
六
頁
以
下 。

（
3）

塩
野
宏
「
法
治
主
義
と
行
政
法」

自
治
研
究
八
三
巻一
一
号
（
二

0
0
七
年）
一
五
頁 。

（
4）

参
照 、

遠
藤
博
也
『
実
定
行
政
法」
（
有
斐
閣 、
一
九
八
九
年）
一

三
四

二
二
五
・

一
四
O
頁 、

田
村
和
之
「
行
政
行
為
の
職
権
取
消

論
序
説」

大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
一
五
巻
三
号
（
一
九
六
八
年）

九
八
頁 、
遠
藤
博
也
H

阿
部
泰
隆
編
「
講
義
行
政
法
I

（
総
論）』
（
青

林
書
院
新
社 、
一
九
八
四
年）
一一
一
一一
頁
（
寺
田
友
子
執
筆
）。

（
5）

「
職
権
取
消
の
制
限
に
つ
い
て
は 、

争
訟
取
消
と
の
差
異
を
い
か
な

る
程
度
範
囲
に
お
い
て
み
と
め
る
か
の
見
解
の
相
違
に
よ
っ
て 、

異

な
っ
て
く
る」
（
遠
藤
・

前
掲
注
（
4
）

書
二
二
八
頁） 。

（
6）

遠
藤
博
也
『
行
政
行
為
の
無
効
と
取
消」
（
東
京
大
学
出
版
会 、
一

九
六
八
年）

ご
O一

石只 。

こ
の
指
摘
は
当
時
の
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る

二
重
効
果
的
行
政
行
為
の
職
権
取
消
の
問
題
を
意
識
し
た
上
で
の
も

の
で
あ
る
が 、

現
代
行
政
の
多
く
が
純
粋
な
二
面
関
係
に
は
限
ら
れ

な
い
こ
と
か
ら 、

現
在
で
は
よ
り
広
い
射
程
を
有
す
る
指
摘
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る 。

（
7）

遠
藤
・

前
掲
注
（
6）

書一
一一一
一

ll一
四
一
頁 、

遠
藤
博
也
「
職

権
取
消
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て」
『
行
政
法
学
の
方
法
と
対
象」
（
信

山
社 、
二
O
一
一
年
）

一
六
七
頁
以
下 。

（
8）

小
早
川
光
郎
『
行
政
法

上』
（
弘
文
堂 、
一
九
九
九
年）
二
七
一

頁 。

（
9）

山
田
幸
男
「
錯
誤
に
基
く
行
政
行
為
の
取
消
は
自
由
か」

民
商
法

雑
誌
三
O
巻一
号
（一
九
五
四
年）
二
八
頁 。

（
叩）

最
判
昭
和
二
八
年
三
月
三
日
民
集
七
巻
三
号
二
一
八
頁 、

最
判
昭

和
三
四
年一
月一一一一
日
判
時一
七
五
号
二一
頁 、

最
判
昭
和
四
三
年

研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消

一
一
月
七
日
民
集
二
二
巻
二一
号
二
四
二
一
頁 。

（
日）

塩
野
宏
「
行
政
法
E
〔
第
五
版〕』
（
有
斐
閣 、

二
O
一
O
年）

九

七
頁 。

（
ロ）

太
田
匡
彦
「
行
政
行
為

｜｜
古
く
か
ら
あ
る
概
念
の 、

今
認
め
ら

れ
る
べ
き
意
味
を
め
ぐ
っ
て」

公
法
研
究
六
七
号
（
二
O
O
五
年）

二
凹
一
｜

二
四
二
頁 。

（
日）

山
本
隆
司
「
訴
訟
類
型
・

行
政
行
為
・

法
関
係」

民
商
法
雑
誌一

三
O
巻
凹
・

五
号
（
二
O
O
四
年）

六
四
八
頁 。

（
HH）

山
内一
夫
『
行
政
法」
（
第一
法
規 、
一
九
八
六
年
）

三
八
頁 、

小

早
川
・

前
掲
注
（
8）

書
二
七
七
頁 。

（
日）

美
濃
部
博
士
は 、

公
定
力
を
行
政
に
対
す
る
拘
束
で
も
あ
る
と
解

し
て
い
た 。
「
法
律
上
の
般
庇
あ
る
行
為
で
も
行
政
行
為
と
し
て
有
効

に
成
立
し
て
居
る
場
合
で
あ
れ
ば 、

凡
て
行
政
行
為
は
公
定
力
を

以
っ
て
法
律
的
秩
序
を
一
定
す
る
力
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら 、

行
政

行
為
が一
た
び
有
効
に
行
わ
れ
た
後
に
こ
れ
を
取
消
す
こ
と
は 、

既

定
の
法
律
的
秩
序
を
破
壊
す
る
こ
と
に
帰
し 、

而
し
て
秩
序
の
破
壊

は
こ
れ
を
正
当
と
す
る
だ
け
の
理
由
の
有
る
場
合
で
な
け
れ
ば 、

成

る
べ
く
こ
れ
を
避
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
か

ら 、

有
効
な
行
政
行
為
を
取
消
す
こ
と
は 、

仮
令
其
の
行
為
に
法
律

上
の
暇
抗
の
有
る
場
合
で
も 、

必
ず
し
も
自
由
で
は
な
い」
（
美
濃
部

達士口
『
日
本
行
政
法

上
巻」
（
有
斐
閣 、
一
九
三
六
年
）

三
O
六

頁） 。

（
日）

兼
子
仁
『
行
政
行
為
の
公
定
力
の
理
論
〔
第
三
版〕」
（
東
京
大
学

出
版
会 、
一
九
七一
年）

四
七
頁 。

（
口）

兼
子
仁
「
行
政
法
学
に
お
け
る
手
続
法
の
概
念」

兼
子
仁
H

磯
部

力
編
著
『
手
続
法
的
行
政
法
学
の
理
論』
（
勤
草
書
房 、
一
九
九
五
年）

四
九
頁 、

二
ニ
賞 。

四

（
第
∞∞
巻

第
八
号）

五



研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消

（
日）

磯
部
力
教
授
に
よ
れ
ば 、

モ
l
リ
ス
・

オ
l
リ
ウ
の
法
秩
序
の
理

解
に
は
「
法
の
二
つ
の
層」

が
区
別
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ 、

ォ
l
リ

ウ
に
お
い
て
行
政
法
関
係
の
本
質
は 、
一
定
期
間
の
経
過
や
国
民
の

推
定
的
同
意
と
い
う
事
実
に
支
え
ら
れ
た
確
立
し
た
法
で
は
な
く 、

も
っ
ぱ
ら
政
治
権
力
の
権
威
に
の
み
支
え
ら
れ
た
仮
の
法
な
の
で

あ
っ
た
（
磯
部
力
「
公
権
力
の
行
使
と
「
法
の
二
つ
の
層」

｜｜

オ
l
リ
ウ
の
デ
ユ
ギ
l

批
判
に
寄
せ
て」

野
田
良
之
先
生
古
稀
記
念

「
東
商
法
文
化
の
比
較
と
交
流』
（
有
斐
問 、
一
九
八
三
年）

四一
一一一

頁）
0

（
ゆ）

塩
野
宏
「
公
法
と
私
法』
（
有
斐
閣 、
一
九
八
九
年）
一
二
六一一
｜

三

六
三
頁 。

（
初）

山
本
隆
司
「
行
政
訴
訟
に
お
け
る
仮
の
救
済
の
理
論
（
上
こ

白

治
研
究
八
五
巻一
二
号
（
二
O
O
九
年）
二
九
｜

三
O
頁 。

（
幻）

法
に
お
け
る
変
化
と
安
定
の
関
係
に
つ
い
て
は 、

参
照 、

弓
g

宮
町
O
句円
《
巴ロ∞
宮口
窓口b
cロ
コロ由民
門戸弘
司
一口口∞E
Em
Dロ
コロ即位門口同
呉

市
円、印
【】円。
町
中
Z－
司DE「
〈cn由民Cロ
ι巾
ι＝『巾「
噌
Vv・－ロ
司「白口明0
2
0
m吋
巾門

呂田『｝内
ぐ
g
出
。
開
門
同何
2
5・

1「2H】

宮
兄
島「D－F
∞『己
三田口7
5
g・
司

吋回・

（
勾）

渡
辺
洋
三
「
法
治
主
義
と
行
政
権」
「
現
代
国
家
と
行
政
権』
（
東

京
大
学
出
版
会 、
一
九
七
二
年）

七
八
頁
〔
初
出 、
一
九
五
九
年〕
0

た
だ
し 、

行
政
行
為
が
な
さ
れ
た
だ
け
で
は
「
実
体
法
上
の
法
的
効

果
は
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
無
で
あ
る」
（
七
六
頁） 、

し
か
も 、

確
定

判
決
が
得
ら
れ
な
い
限
り

「
仮
象
の
法
が
実
在
の
法
で
あ
っ
た
か
ど

う
か 、
．
．

 
、

水
久
に
分
か
ら
な
い
ま
ま
で
終
る
し 、

そ
れ
で
よ
い
の

で
あ
る」
（
七
六

七
七
頁）

と
の
指
摘
に
つ
い
て
は 、

疑
問
が
あ

る 。

（
お
）

』
2ロー
呂田
号
当
O
何
回

河口
Z
の・
《
E
H4
8
8
℃
E
z－－巾
湾
問福田∞巾円

（
第
∞∞
巻

第
八
号）

ムノ、

円山口
司
ユロ円一日）巾
岳山
円。口出血ロ円巾－b同一円一
B巾
U

Y
日ロ
のD己〈巾門口巾戸
田島
吉
宮
町

同同・
2
吉開巾F
FF『巾吋
白
円HHHno『Z
HHH
』
gロ
巧出－
5
P
O
包］O
N
NOON－
同）・
叶品
竺

包
括巾ロ
ω
（υ
国
巧
〉
河N
Hw－
o
s
x

昆
E
E
2
5
Z
『

2
5
1
2・
〈c－－
－
F

∞『巴可］白口一F
H申甲山・
可
申Hω回

（
M）

遠
藤
・

前
掲
注
（
6）

書
（
ド
イ
ツ
法
に
つ
い
て
は
六
二
・

六

六
・

九
七
頁 、

フ
ラ
ン
ス
法
に
つ
い
て
は
一
一
O
｜一

一
九
頁） 。

（
お）

そ
も
そ
も 、

職
権
取
消
論
は
今
で
は
数
少
な
い
作
用
法
総
論
の
重

要
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

乙
部・
前
掲
注
（
2）

書
の
研

究
の
他
に
は 、

し
ば
ら
く
理
論
的
研
究
が
欠
け
て
い
た
憾
み
が
あ

る 。

（
お）

参
照 、

興
津
征
雄
「
越
権
訴
訟
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て

｜｜
あ
る
い

は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
《
司
法》
と
《
行
政》
の
原
像」

日
仏
法
学

二
五
号
（
二
O
O
九
年）

八
O
頁
以
下 。

（
幻）

－hcロ
〉
c
h
o
n－
ncロ
応可巾口円巾回
国巴円］－白【日
目
宮
町
可由民Dロ
巾
己巾
弘同aD一円

邑j
B
E－関門司
民
間－
HJ
F
H巾
ι門HU
UロロD円四
L∞
s
b
HO
mY
N巾
巾
門戸・
5叶∞・
司－

HN0．
 

（
お）

参
照 、

神
谷
昭
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
研
究」
（
有
斐
閣 、
一
九
六

五
年）

六
九
｜

七
六
頁 、

阿
部
泰
隆
『
フ
ラ
ン
ス
行
政
訴
訟
論』
（
有

斐
閣 、
一
九
七
一
年）
一
｜

六
頁
以
下 、

伊
藤
洋一
『
フ
ラ
ン
ス
行

政
訴
訟
の
研
究』
（
東
京
大
学
出
版
会 、
一
九
九
三
年）

六
五

七
O

頁 。

大
臣
H

裁
判
官
論
を
放
棄
し
こ
と
で
有
名
な
わ
包
三
判
決
に
関

し
て
は 、

小
島
慎
司
「
近
代
国
家
の
確
立
と
制
度
体
の
自
由

主
二」

国
家
学
会
雑
誌
＝
ご
巻
七
号
（
二
O
O
八
年）

七
四
O
頁
以
下
が

詳
し
い 。

（
mm）

神
谷
・

前
掲
注
（
お）

書一
九

二
O
頁 。

（
初）

「
〉
d
n
。
（V・
0司
円－
f
H巾
応
門戸
よ｝・
品、吋印－
Nm
b
p・
－）・
印印ω・

（
汎）

二
O
世
紀
前
後
の
学
説
と
し
て
は 、

盟。
E
E

E岡

田山呂

田開
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誌
ν

：；
..，；ポユ

Eぎ
，；；－，

告否
定

営
団

哩
（

C
E

,13 juin 1873, C
om

m
une de Lievin c/ la 

com
pagnie des m

ine de lievin, Rec. p. 522; C
E

, 24 juill. 1874, 
R

oby-Pavilion, Rec. p. 714）
。

（写
）

R
IVET

, concl. sur J"arret D
am

e C
achet, suivant, p. 553 

（事
）

E
. LA

FE
R

R
IER

E
, T

raite
…

，T. II, op. cit., p. 518 
（

匂
）

M
. H

A
U

R
lO

U
, Precis .. , 3e ed., op. cit., p. 319 

（
匂

）
C

E
, 4 juill. 1872, C

om
m

une de N
eun g-sur-B

euvron, R
ec. p 

395. 
（

事
）

Jean de SO
T

O
, La

 nullite des actes adm
inistratifs, D

alloz , 
1942,p.206 

（
思

）
：入

同
士ミ

：入
争

入
ti

’

I刊
割

足
!.l』耳

合
時

誕
経

�
足

先J
割

f歪
aj_)

；＇.！者型
岩豊

富番
号IE8

喜宇
iii,:

，知識4
言司

令
時

モト
\J

’

「岩草
�

－＼｛＜）
草さ

蛍
＿）

.｛.！混
｛l!/

8
露軍

難
民

寝
j

8
腎

Im
"l{<J

i斗
ν

い
：：.

,-.Q
i'?

＇

言宇
志

士主
�

与二
－，；，

（と
話

ベ
8

器K
�

:l丞
t,-1"-Q

J奇
iii,:

＼：－＇
母

子。
。

A
ndre

G
E

O
RG

IN
, La

 violation de 
la loi : cause d

・ouverture
du recours pour excとs

de pouvoir, 
Librairie Rousseau, 1915, pp. 120-133 

（事
）

C
E

, 2 m
ars 1877, Institut catholique de Lille, R

ec. p. 221 , 

（総
gg

蜘
濃

く
恥

）
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研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消

円。ロ円］・
0

〉〈巴・
契
約
の
認
可
の
職
権
取
消
に
関
す
る
判
例
は、

古
く

か
ら
確
立
し
て
い
た
も
の
で
あ
る。
（リ
間山
b
g
E
呂
田－
nD
5
5
5巾

門田巾
Z巾z
i－－巾
MF
HN巾円・
日）・
印AW吋・
品
虫、門口
】∞∞
ゲ
のCE司門担一口
子
河内円－
HY
Nω岱・

5」＝口－
H∞∞ω・
0
巴
ユcf
同州市内U・
司・
印一円。一
N∞〕己口一－
H∞由
AF
回田口込山、
円四巾
Z
即

］bny
p
HNmmu
司
会wm
－

（
釘）

本
件
の
事
情
は
定
か
で
な
い
が、
一
九
世
紀
半
ば
頃、

売
買
契
約

等
の
締
結
後
に、

第
三
者
が
よ
り
高
額
で
購
入
す
る
旨
を
申
し
出
る

こ
と
が
あ
り、

行
政
が
こ
の
者
と
新
た
に
契
約
す
る
た
め
に、

契
約

の
認
可
を
拒
否
な
い
し
取
り
消
し
た
り
入
札
を
や
り
直
す
と
い
う
実

務
が
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら、

認
可
の
取
消
を
め
ぐ
る
紛
争
が
生
じ
た

（
〉・
。
何
O
HN
の－
zw
CH】・
2門ニ
司・
］｛NH）
0

（
必）

論
告
担
当
官
RO
E
E－∞
包
町

2吉
岡0
5m
5

25ロ門）

と
は、

行
政

裁
判
所
の
構
成
員
で
は
あ
る
が、

中
立
の
立
場
か
ら
事
実
関
係
や
法

的
問
題
を
分
析
し
て
判
決
の
提
案
を
行
う
者
で
あ
る。
二
O
O
九
年

一
月
七
日
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て、

名
称
が
《円阻
害。
ュ
2『
甘口σ出円》

に
変
更
さ
れ
た。

参
照、

興
津
征
雄
「
立
法
紹
介」

日
仏
法
学
二
六

号
（
二
O
一
一
年）
一
四
四
頁
以
下
一
S
Z
包ロ

門〉dhH
《
Z
E
ヤ

唱。『
芯
R
U
E

En
cz
r
ι
舎
内町一回聞巾
B
S門
己E
S
S
E－由回曲目「巾
且ロ
m
EE

S
S巾
g
g
c－

mu
u
E
Z－
NCHO－
－】・
ロO印・

（
川町）

ロ
〉
5
0・
8ロ円］－
D司・
門
戸
七－
NNN・

（
叩）

（リ
日山
L岳
町応
〈円
S－N－
〉ttb
切
宮口
P
HN巾
門

司－
NNω

（
日）

河宅
内Hw

gロ
己－
E
こ．曲
三
宮
口白
ヨ巾
n
R
F
2・
m
E
〈

EF
U－
gω一

何回可
50
E
。
ロ
肘
Z、円
（VDロ円
自民巾
店
主
E口一∞
E
R
－申吋
φ
忌
戸
、HJ
F

円）
包－o
p
NCC吋温
日】・
∞由、1・

（
臼）

ジ
ェ
l
ズ
や
ア
リ
ベ
1
ル
は、

プ
ラ
ン
神
父
判
決
を、

契
約
の
認

可
な
ど
の
複
合
的
作
用
（D司
令
色。ロ』ロ
コ
eA巳巾
g口
立
虫
色

の
職
核

取
消
に
関
す
る
一
事
例
と
し
て
参
照
す
る
の
み
で
あ
り
（
の・
』
開N
戸

（
第
∞∞
巻

第
八
号）

｝＼ 

DH】・
門
戸w
司自）－
NN
（γNN
f
HN・

〉ロ
∞
何
回N
同）
D司－
合同二
百・
ωNA山）、

ォ
l
リ
ウ

は
一
九一
二
年
に
お
い
て
も
リ
l
ル
・
カ
ト
リ
ッ
ク
学
院
判
決
を
参

照
し
て
い
た
（
三・

国〉
C
E
o
du
pbn
お
母
骨
三円
包
B
S
E
E
R
－w

HO巾
か己・・
∞
町巾
一予
］｛由一山
］ケ
司自）・
山CN
巾門
仏日目）。

（
臼）

何
回れ
区
歌
4
5
5・
Hb司
a
B－

HN2・
司－
H
S－
U巾
gb
g巾唱
（い
阿山－
N品

］応
〈円
］SHNW
HV巾nyw
河内円・
官－
N印日．

（
日）

打
開
L品
Y
E
S－N・

4『ロ］z
aw
Hun－
H｝・
8由
（
下
士
官
（曲CE
Z問
中

己
主

の
任
命）
一
わ
戸
N
ど

RR
SN0・
河
gEn
c－
P巾円・
司・
8
（
治
安

判
事
へ
の
任
命）・
原
処
分
は
適
法
で
も
既
得
権
に
言
及
し
な
い
判
決

も
あ
る。
。
HW－
N∞
ロ
ミ
SH
F
玄
白og
p
－N
R・
百・
戸∞一
門
戸
N
2
巳ロ

S
E唱
Eny巾町
内Y
H州市円・
司－
J1
S一
（リ
戸
寸
担
〈ユ－
5
5・
n白
S
F
河内円
℃

広ω
（
何
れ
も
教
育
公
務
員
へ
の
任
命）
・

（
日）

n
HV
N∞
ロ
2
5Hω－
nDF
HN
R・
匂－
HH叶∞
（
採
用
試
験
の
受
験
許

可）
唱
の
閉山
L
q
g
A江
戸由日
夕
司『田
町田
少
HN
R－
司・
3印
（
指
揮
官
の
地
紋

へ
の
任
命）
一
行
戸
NU
V
ミ
ZN0・
K
Z
E口「
閉山巾門
司
出
（
採
用
候

補
者
名
簿
へ
の
登
録）・
原
処
分
が
違
法
で
あ
っ
た
こ
と
に
の
み
言
及

す
る
判
決
も
あ
る。
（い
戸
尽
自
民回
目
白印－
Z白「
E－－

岡山2・
u・
叶H－
n
H山・
印

」己ロ－・
5
5・
虫
色戸市円
P
HU
門

司
品。印
（
何
れ
も
公
務
員
の
任
命）

（
白川）

参
照、

玉
井
亮
子
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
地
方
公
務
員
制
度
と
そ

の
展
開
過
程」

法
と
政
治
五
八
巻
三
・
四
号
（
二
O
O
八
年）

七
一

七

七
一
九
頁。

（
幻）

訴
訟
を
提
起
し
得
る
か
否
か
の
「
決
め
手
と
な
っ
た
の
は、

当
該

権
利
が
処
分
の
根
拠
法
規
に
お
い
て
行
政
が
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
し
て
明
確
に
保
障
さ
れ
て
い
る
か
否
か、

言
い
か
え
れ

ば
当
該
権
利
が
行
政
に
対
し
て
対
抗
可
能
か
否
か
で
あ
り、

根
拠
法

規
で
保
護
さ
れ
た
対
抗
可
能
な
権
利
が
段
損
さ
れ
て
初
め
て
訴
訟
事

項
が
成
立
し、

当
該
処
分
は
可
争
化
す
る。

逆
に、

そ
の
よ
う
な
権



利
に
触
れ
な
い
行
為
が
純
粋
行
政
の
行
為
と
し
て 、

裁
判
的
統
制
か

ら
の
免
責
を
享
受
し
た
の
で
あ
っ
た」
（
興
津
・

前
掲
注
（
お）

論
文

九
四
頁） 。

（
見）

判
例
に
つ
い
て
は 、

参
照 、

晴
山一
穂
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
官

吏
関
係
論
の
検
討
（一
こ

法
学
論
叢
九
七
巻
五
号
（
一
九
七
五
年）

一
O
コ一

一
O
四
頁 。

（
印）

な
お 、

判
例
は
早
く
か
ら
遡
及
的
罷
免
を
禁
じ
て
い
た
（
門
戸
町

』白ロ〈－
H∞
8・
E『〈巾－－
P
HN
2・
同｝・
叶ω一
N
片品
JR
SHN咽
ロ戸C印円
少
閉山巾円・
古田

区
？
の．
国
N
HP

F2
宮口門戸
吉田
岡
宮内
E
E
E
骨
畠
白色
邑口
一

号
住戸

川門
戸
Y
E－－
Sω0・
百－
SC） 。

し
た
が
っ
て 、

任
命
の
職
権
取
消
を

制
限
す
る
判
例
は 、

罷
免
手
続
の
潜
脱
を
不
可
能
に
し
た
だ
け
で
な

く 、

適
法
に
任
命
さ
れ
た
公
務
員
の
法
的
地
位
が
遡
及
的
に
覆
さ
れ

る
こ
と
を一
切
禁
じ
た
の
で
あ
る 。

（
印）

打
開u
E
Y
E
s－N・

4『＝－－－
2・

H忌ロ

（
引）

大
臣
は 、
「
聴
問
委
員
会
の
意
見
に
基
づ
き」 、

下
士
官
ら
の
罷
免

を
宣
言
す
る 。

（
位）

職
権
取
消
の
本
格
的
な
分
析
は
G
・
ジ
ェ
l

ズ
に
始
ま
る 。

公
務

員
の
適
法
な
罷
免
の
職
権
取
消
を
認
め
た
ブ
ラ
ン
コ
判
決
を 、
「
適
法

処
分
は 、

職
権
取
消
が
可
能
で
あ
る
場
合
で
も 、

将
来
に
対
し
て
し

か
取
り
消
さ
れ
得
な
い」

と
批
判
し
て
お
り
（
の白∞
ぢロ
』
開
N
戸
g
g

由。＝m
n
HP
N∞
］ぽ〈円
】申（）∞・
司「即ロロ0・
司白＝f
Z－n白己
門戸

河口
司己｝）戸
日由（）∞唱

同）－
N日叶） 、

以
後 、

判
例
分
析
を
多
く

残
し
て
い
る
（口C
F

河口
宮
Z－

H由H0・
日】・
印一山
巾円
円由H
Y
同）・
白日
一
《
UE
『巾
可
包門
巳巾目
白円
序回」己
ユ
【出門山口巾∞
Y

河口
宮町－

5
ロ－
H）

NN日）
0

後
に
は 、

適
法
処
分
の
職
権
取
消

（
ジ
ェ
l 、

ス
は
取
消
と
撤
回
を
区
別
せ
ず
に
《『巾
可
自門》
の
語
の
み
を

用
い
る）

を 、

次
の
よ
う
に
定
式
化
し
た 。

第一
に 、
「
許
可
を
取
り

消
す
処
分
は 、

許
可
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
て
い
た
身
分
の
類
を
個
人

研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消

か
ら
奪
う
た
め
に
法
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
職
員 、

条
件 、

形
式

な
ど
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い」 。

第
二
に 、
「
許
可
を

取
り
消
す
処
分
が
適
法
で
あ
る
と
し
て
も 、

そ
の
法
的
効
果
は 、

将

来
に
対
し
て
し
か
生
じ
な
い」
（
Z∞
匂
コロn
e
g
m
E
今
gH
E
且『C
芹

白色
白
宮山田
守田門
戸
H
F
GU
n－円
七回｝
N
区
Z
NH
mrN
q） 。

（
臼）

門
戸
ω
ロC〈・
5NN－
ロ曲
目巾
わ白円｝M
2・
閉山巾円・
℃・
忍0・
5A・
口 。
J1品（）HC一

河口
UE
E・
5NN－
古・
8N・
2ロ門戸

沼〈E，
w
印
H由
自
己戸
司・
少
ロD門巾
Y両

国〉－
C
呂
O
C
（
HL国」ロ
ユ由旬「ロ向日巾ロ門巾
邑
HH同
一

三回門『白色〈巾
巳巾
】∞申N
P
SN
夕

刊
回目・
5N
少
司－
Ho
e－
邦
文
紹
介
と
し
て
は 、

遠
藤
・

前
掲
注
（
6）

書一
一
四
｜一

一
九
頁 、

問
「
設
格
的
行
政
処
分
の
取
消」
（
同
・

前

掲
注
（
7）

書
所
収）
二
五一
二
｜

二
五
八
真 。

（
制）

富白
ユ巾
E
EAVロ巾

見HW
Z
〉
C
H
E
U
S一円巾
ι＝
ι『D』門
白色
B
5
2
円円白門
戸
巴
B

－
一円｝凹巾目・
NCC吋・
日】・
］己吋・

（
日）

参
照 、

交
告
尚
史
「
行
政
処
分
の
通
知
と
出
訴
期
間

ー1
フ
ラ
ン

ス
法
を
素
材
と
し
て」

商
大
論
集
四
O
巻一
号
（
一
九
八
八
年）
一

五
頁 。

（
以山）

E
2
5
0
開
店
戸
声
F．
R
Z
E
S
E
Z
E
E－
ω
5
予
呂
田－
R
80唱

円】
N印吋

（
mw）

門
戸
ω巾nF－
Nω
ロC〈－
SEN－
kr由由。
己申円
宮口
品巾回
白口内
庁ロ∞
EP〈巾∞
ι巾
円

戸山口∞巴
宮門
円O
B
B
qn同国］
【日巾
Z田口円
】〉
閉山巾円・
百
出N印・

（
槌）

（リ
開・
ω巾円円・・
品
ιbn・
】由一凶由”
の巾D
R「C
MJ
HN
2リ・
目】－
A山印AH一

河口
℃ロ
E－

5
8・
司
ZNu
ロD
R
y－－

4司区、－
Z
H山
（「
階
層
的
申
立
が
提
起
さ
れ
て
お

り 、

そ
の
よ
う
な
場
合 、

大
臣
に
は
取
消
を
宣
言
す
る
義
務
も
生
じ

て
い
た」）

（
的）

門
戸
5
B
R回
目申Nω

＼〈包－CH
F
ω
HCN
Ar
－－円
七・
5

（
初）

門
戸
ω巾n
F－
H∞
B回
一

呂吋
一Y
〈
一－－巾
【同巾
わ印可巾ロロ
mr
HN巾円・
目）・
ω印申司

と
り
〉
s
a－
司
印ω∞・
ロD円巾
何

回

自民】

}\ 

（
第
∞∞
巻

第
八
号）

九



毎
号ヨ

ト
If\

入
Tく

誕
L」

. ;q：！ごト＠
（：ヒ

書�iと将
E;'

霊草
縦

長
渓

（
I l 

I -R
 

（
に

）
C

E
, 3 nov. 1922, D

am
e L

arch
er et Societ己

L
e

F
oyer lorram

, 

S. 1925, III, p. 4; 24 nov. 1922, B
aldocch

i, R
ec. p. 877; 15 d

ee 

1922 , Serra, 1 er juin 1923 , G
ros de B

eier et 13 juill. 1923 , 
D

am
e Inglis, S. 1925, III, p. 11 ; 13 juill. 1923, A

ssociation pro

fessionnelle, R
ec. p. 572 

（
巳

）
L

. D
E

L
B

E
Z

，
《L

a
revocation

 des acte ad
m

in
istratifs} , op 

cit., p. 490 

（
巳

）
Ibid., p. 498 

（
ご

）
L

. D
U

G
U

IT,
 T

raitι
.. , T.

 III, op. cit., p. 789 

（
巳

）
M

. H
A

U
R

IO
U
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